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多摩湖町自治会規約  
                           平成 22 年 5 月 23 日全部改正 

                           平成 23 年 6 月 19 日一部改正 

第 1 章  総 則 

(目 的) 

第1条 本規約は、多摩湖町（旧宅部）の共同相互の精神に基づき、民主的運営により町内 

居住者相互の親睦と公共の福祉の増進及び生活の向上を図るため、必要な事項を定 

めることを目的とする。 

(名 称) 

第 2 条 多摩湖町（旧宅部）の自治会として多摩湖町自治会と称し、（以下「本会」という） 

（事務所） 

第 3 条 本会の事務所は、自治会長宅に置く。 

 (業 務） 

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。 

（1） 体育文化活動に関する業務 

（2） 防犯、防火、環境及び街路灯に関する業務 

（3） 自主防災組織の活動に関する業務 

（4） 慶弔に関する業務 

（5） その他本会の目的に必要な業務 

 

第 2 章  会 員 

(会 員) 

第 5 条 本会の会員は、多摩湖町（旧宅部）内の居住者及び会社並びに事務所を所有する

事業主により組織するものとする。 

（会 費） 

第 6 条 会員は、一世帯月額 300 円を納入しなければならない。 

（退 会） 

第 7 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、退会したものとする。 

（1） 第 2 条に定める区域内に居住しなくなった場合 

（2） 本人から退会の申し出が会長にあった場合 

（3） 会員が死亡した場合 

 

          第 3 章  役 員 

 （役員及び構成） 

第 8 条 本会には、次の役員を置く。 
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（1） 会長   1 名 

（2） 副会長  3 名 

（3） 総務員  15 名以内 

（4） 会計  （総務員の中から収入担当 1 名、支出担当 1 名選出する） 

（5） 書記   3 名  （総務員の中から選出する） 

（6） 監事   2 名 

（7） 班長   各班から 1 名 

（8） 体育   各班から 1 名 

（9） 推薦団体役員 

（10） 自主防災組織の役員 

（11） 消防後援会役員 

（12） 本会に相談役を置くことができる。 

会長退任者をあて、任期は前会長退任までとする。 

 （役員の選任） 

第 9 条 役員は、総会において会員の中から選出する。ただし、推薦団体役員、自主防災

組織の役員、消防後援会役員については、別に定めるところによる。 

（役員の職務） 

第 10 条 会長は、本会を代表し会務全般を統理する。 

 2 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、会長があらかじめ指名した順序によっ

て、その職務を代行する。 

 3 総務員は、本会の統括的事業を担当し業務執行の任に当たる。 

4 会計は、会費の出納に関する事務を担当する。 

5 書記は、会議等の記録を整備する。 

6 会計監事は、会計事務を監査する。 

7 各班長及び体育は、会員間の連絡統合を図り本会の目的達成に努める。 

8 消防後援会役員は、東村山市消防団第五分団後援会規約による業務を担当する。 

9 自主防災組織の委員の任務は、別に定める規約による。 

（役員の任期） 

第 11 条 役員に任務は、2 ヶ年とする。但し、再任を妨げない。 

 

           第 ４ 章 会 議 

（会議） 

第 12 条 本会の会議は、総会、総務会、各班長会とする。 

 （総会） 

第 13 条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。 

  2 定期総会は、会長が招集し、年 1 回開催する。 
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  3 臨時総会は、会長が必要と認めた場合に開催する。 

  4 総会の議長は、総務委員の中から選出する。 

  5 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決 

するところによる。 

  6 総会は、次の事項を議決する。 

（1） 事業運営の基本的事項に関すること。 

（2） 予算、決算に関すること。 

（3） 規約等の制定改廃に関すること。 

（4） その他本会の運営に関する重要事項。 

  （総会の議事録） 

 第 14 条 総会の議事録は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（1） 日時及び場所 

（2） 会員の現在数及び出席者数 

（3） 審議事項及び審議の結果 

（4） 議事録署名人 

2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人 2 名が、署名捺印し 

なければならない。 

（総務会） 

第１５条 総務会は、会長、副会長、総務員、会計、書記で構成する。 

 2 総務会は、会長が必要と認めるときに、会長が招集する。 

 3 総務会の議長は、会長がこれにあたる。 

 4 総務会は、次の事項を審議する。 

（1） 総会に付議すべき事項 

（2） 総会の議決した事項の執行に関する事項 

（3） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

5 重要な事項で緊急に関する事項は、総務会で決議執行し、次の総会で承認を受け 

る。 ただし、軽易な事項については、この限りではない。 

（各班長会） 

第１６条 各班長会は必要に応じ各班長が招集する。 

 

         第 ５ 章  組 織 

（班） 

第１７条 本会の目的、事業計画及び運営を円滑に行うため、町内に班を置く。 

（班長及び体育担当） 

第１８条 各班は、班の会員の中から班長及び体育担当を選出する。 

（班長及び体育担当の職務） 



- 4 - 
 

第１９条 班長及び体育担当は、本会の活動、運営等について班内の会員に周知する。 

 

       第 ６ 章  資 産 及 び 会 計 

（資 産） 

第２０条 本会の資産は、次の各号に掲げるものを持って構成する。 

（1） 別に定める財産目録記載の資産 

（2） 会費 

（3） 活動に伴う収入 

（4） その他の収入 

  （資産の管理） 

  第２１条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総務会の協議によりこれを定 

める。 

（資産の処分） 

第２２条 本会の資産で第２０条第１号に掲げるもののうち、別に総会において定め 

るものを処分し、又は担保に供する場合には、総会員において総会の 4 分の３ 

以上の議決を要する。 

  （経費の支弁） 

第２３条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

 （会計年度） 

第２４条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする。 

 

     第 ７ 章 規 約 の 変 更 及 び 解 散 

（規約の変更） 

第２５条 この規約は、総会において総会員の 4 分の 3 以上の議決を得、かつ、東村 

山市長の認可を受けなければ変更することが出来ない。 

  （解散） 

  第２６条 本会は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の 20 の各号に 

掲げる事由により解散する。 

   2 総会の決議に基づいて解散する場合は、総会員の４分の 3 以上の賛成を得なけれ 

ば解散の決議をすることができない。 

  (財産の帰属) 

  第２７条 解散した本会の財産は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号)第 260 条の 31

の規定により、東村山市長の認可を得て本会の類似する目的のために、その財

産を処分することができる。ただし総会の議決を得なければならない。 

   2 前項の規定により処分されない財産は、東村山市に帰属する。 
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             第 ８ 章  雑 則 

 (帳簿及び書類) 

第２８条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及 

び総務会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他

必要な帳簿を備えておかなければならない。 

（交通費及び通信費） 

第２９条 本会の事業遂行に当たり交通費及び通信費の支出は、前条の手続きにより実費 

を支給する。 

 

             第 ９ 章  弔 慰  

(弔慰金) 

第３０条 会員又はその家族が死亡した場合は、弔慰金（5,000 円）をおくる。 

    その他災害等については、その都度総務会で決める。 

 

             第 １０ 章  集 会 所 

(集会所) 

第３１条 多摩湖町自治会集会所（以下｢集会所｣という）を多摩湖町二丁目１８番地 1

に設置する。 

（規程への委託） 

第３２条 集会所の管理運営に関しては、別途規程で定める。 

 

             第 １１ 章  委 託  

 (委託) 

第３３条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な重要事項は、総務会の議

決を経て会長が別に定め、次の総会に報告し承諾を得なければならない。ただ

し、軽易な事項についてはこの限りではない。 

 

             第 １２ 章  附 則 

 

 １ この規約は、平成 22 年 5 月 23 日から施行する。 

2  この規約は、平成 23 年 6 月 19 日から施行する。 

 


